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第１ 趣旨 

清流の国ぎふ地域活動促進事業の実施については、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県

規則第８号。以下「規則」という。）及び清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金交付要綱（平成

２４年３月２３日付け環政第７３１号環境生活部長、林第７５６号林政部長通知。以下「要綱」と

いう。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

第２ 事業実施方法 

この事業は、清流の国ぎふ森林・環境税の趣旨に即し、県民等が自ら企画立案して実行する事業

案を募集し、審査・選定のうえ適当と認める事業について、要綱に基づく補助金を交付し、その活

動を支援する。 

 

第３ 対象事業 

１ 要綱別表第１に掲げる清流の国ぎふ地域活動促進事業の対象となる事業は、次のとおりとする。 

  ただし、地方公共団体が実施すべき事業及び団体の利益に供する事業は除く。 

  （１）県民参画を促進する森づくり・川づくりの活動 

     ・森や川の機能や果たす役割の重要性を広く県民へ情報発信する活動 

・県民等による森づくり・川づくりの取組を広く県民へ情報発信する活動 

・県民等が身近な森や川で主体的に森づくり・川づくりに参加するボランティア活動 

・その他県民参画を促進する森づくり・川づくりの活動と認めるもの 

  （２）水環境や生物多様性の保全を目指す活動 

     ・水環境や生物多様性の重要性を広く県民へ情報発信する活動 

・県民等による水環境や生物多様性保全の取組を広く県民へ情報発信する活動 

・県民等が主体的に水環境や生物多様性の保全活動に参加するボランティア活動 

・その他水環境や生物多様性の保全を目指す活動と認めるもの 

  （３）子どもたちのための森づくり・川づくりの活動 

・子どもたちに引き継ぐ森づくりや川づくりを進めるため、県民等が森や川と触れ合える環

境づくりや森や川に親しめる環境づくりに資する活動 

・その他子どもたちの健全育成のための森づくり・川づくりの活動と認めるもの 

  （４）上記（１）～（３）の活動のうち、特に対策が必要である課題に対してモデル的に行われる 

活動 

 ２ 前項の事業は、毎年度の３月１０日までに完了することができるものに限る。 

 

第４ 補助対象経費 

補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は別表１のとおりとする。 

 

第５ 事業実施の条件 

１ 事業の実施場所は、原則、県内とする。ただし、森・川・海の流域一体での環境保全活動など県

外の上下流域と連携した活動が必要となる場合は、この限りでない。 

２ 事業の実施について、事業の実施場所の土地所有者、土地使用権限者、その他当該場所の使用等



について権限を有する者（以下「土地所有者等」という。）の許可又は同意等が得られるものとす

る。 

３ 事業の実施にあたっては、参加者等の安全対策に万全を期すものとする。 

 

第６ 事業主体 

要綱別表第１の補助事業者の欄に定める「団体、法人」（以下「事業主体」という。）は、次の

いずれかの法人又は団体とする。なお、第７の事業の応募の時点では設立見込みも可とする。 

（１）県内に事務所又は事業所を有する法人であって、次の要件をすべて具備しているもの。 

①自主的、組織的な活動で事業を完遂できること。 

②事業の趣旨・目的を十分に理解し、そのＰＲや普及活動に積極的に取り組むことができること。 

③補助金の使途に係る条件遵守が確実であること。 

④宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。 

⑤特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目的としていないこ

と。 

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団又は暴力団員の統制下にな

いこと。 

⑦実施事業の公表に異議がないこと。 

⑧その他、本事業の適正な実施が認められること。 

（２）県内に活動の本拠を置く３名以上で構成する団体であって、規約その他の規程を有し、次の

要件をすべて具備しているもの。 

①第６第１号の①から⑧までの要件をすべて満たすこと。 

②団体の代表者、役員、構成員、事務局、代表者の代表権の範囲が定められていること。 

③団体の意思決定方法が定められていること。 

④団体の事務及び会計処理の方法が定められていること。 

 

第７ 事業の応募 

１ 事業の応募は、応募申請書（様式第１号）に、活動計画書（様式第２号）を添付（以下「応募申

請書等」という。）して行う。 

 ２ 応募申請書等は、事業の実施場所を所管する農林事務所に提出するものとする。ただし、事業の

実施場所が複数あり、所管する農林事務所が複数となる場合は、林政部森林活用推進課に提出する

ものとする。 

 ３ 知事又は農林事務所長は、事業の応募を行う者に対し指導・助言を行うことができる。 

 ４ 事業の応募の時期は、別に定める。 

 

第８ 事業の審査、選考 

１ 応募申請書等の審査は、別に定める審査要領に規定する審査会が行う。 

２ 知事は、審査会の審査結果に基づき、予算の範囲内において事業を選考し、その結果を選考結果

通知書（様式第３号）により通知する。 

 ３ 知事は、前項の選考結果について公表するものとする。 

 

第９ 補助金の交付申請 

 １ 補助金の交付申請は、要綱第４条の規定により行う。 

２ 要綱別表第１の交付申請書添付書類の欄に定める「岐阜県清流の国ぎふ地域活動促進事業実施要

領に定める書類」は、次のとおりとする。 

（１）活動計画書（様式第２号） 

（２）土地所有者等の同意取得状況確認書（様式第２号の２） 

（３）事業主体の定款、規約その他これらに類するもの 

３ 知事は、第１項の規定による補助金交付申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したと

きは、補助金交付決定通知書（様式第４号）により通知する。 

 

第１０ 事業の変更等 

１ 事業主体は、補助金交付決定通知を受けた後に、規則第６条に規定する事業の変更、中止又は廃

止を行おうとするときは、要綱第５条第３項に規定する承認申請書（要綱第３号様式）に次の書類



を添付し、知事に申請しなければならない。 

（１）補助金交付申請書の添付書類のうち、当該変更にかかるもの（事業の変更の場合に限る。） 

 （２）その他知事が必要と認める書類 

 

 ２ 要綱別表第２の事業の内容の変更欄に掲げるその他この要領に定める変更は、次のとおりとす

る。 

  （１）事業内容の変更（軽微な変更を除く。） 

（２）補助金の額の増額変更 

３ 知事は、第１項の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、承認通

知書（様式第５号）により通知する。 

 

第１１ 補助金の変更交付申請 

１ 事業主体は、補助金交付決定通知を受けた後に、補助金の額に変更が生じたときは、速やか

に、補助金変更交付申請書（様式第６号）に次の書類を添付し、知事に申請しなければならな

い。ただし、補助対象経費の２０％以内の減額となる場合は、この限りでない。 

 （１）補助金交付申請書の添付書類のうち、当該変更にかかるもの 

 （２）その他知事が必要と認める書類 

２ 知事は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、

補助金変更交付決定通知書（様式第７号）により通知する。 

 

第１２ 事業の着手 

事業の着手は、補助金の交付決定を受けた後でなければならない。 

 

第１３ 広報の実施 

１ 事業主体は、事業の実施にあたり、のぼりの掲出等の方法により清流の国ぎふ森林・環境税

を活用した事業である旨を表示するとともに、募集案内への掲載等の方法により参加者又は事

業の実施場所周辺の住民等に対して周知に努めるものとする。 

２ 事業主体は、活動実績報告書（様式第８号）の提出に当たり、実施した広報について、写真

や関係書類を添えて報告しなければならない。 

 

第１４ 実績報告等 

１ 事業の実績報告は、要綱第８条の規定により行う。 

２ 要綱別表第１の実績報告書添付書類の欄に定める「岐阜県清流の国ぎふ地域活動促進事業実施要

領に定める書類」は、次のとおりとする。 

（１）活動実績報告書（様式第８号） 

  （２）活動記録簿（様式第９号） 
（３）領収書整理台帳（様式第１０号、第１０号の２） 

・物品の購入、製造の委託に係るものについては、領収書を様式第１０号上欄に添付し、下欄
に、納品されたことが確認できる写真を添付する。写真を添付することができない特別な理
由がある場合は、写真添付欄にその理由を記載する。 

・上記以外の支出については、領収書を様式第１０号の２に添付する。 

（４）当事業で購入した単価５千円以上の物品（消耗品及び原材料品を除き、補助対象経費で購入

した物品に限る。）がある場合は、用器具等管理台帳（様式第１１号） 

３ 事業主体は、第１項の実績報告を行うときにおいて、補助対象経費の立替払いが困難である

場合は、納品書、請求書をもって前項第３号の書類に替えることができるものとする。なお、

この場合において、事業主体は、支払完了後すみやかに前項第３号の書類を提出しなければな

らない。 

４ 知事は、第１項の規定による実績報告書の内容を審査し、補助金の額を確定したときは、補

助金額確定通知書（様式第１２号）により通知する。 

 

第１５ 事業の検査 

１ 事業の実施において、事業の実施状況その他の検査を行う必要があるときは、事業の実施場所を

所管する農林事務所長又は事業を所管する所属の長が指定する職員（以下「検査員」という。）に

より行うものとする。 



２ 検査員は、前項の検査を行ったときは、検査確認書（様式第１３号）により、報告するものとす

る。 

 

第１６ 補助金の交付請求 

 １ 補助金の交付請求は、要綱第９条の規定により行う。 

２ 事業主体は、概算払による補助金の交付を受けることができるものとし、その額は、交付決

定を受けた補助金の額（変更交付決定を受けた場合は、その額）の４０パーセントに相当する

額（千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額）以内とする。 

 

第１７ その他 

 １ 知事は、事業の実施にあたり、必要に応じて現地の調査等を実施する。 

 ２ 知事は、事業推進上必要と認めるときは、事業主体に対して報告を求めることができる。 

 ３ 知事は、実績報告の内容の全部又は一部を公表することがある。 

 ４ この要領に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

  この要領は、平成２４年度予算に係るものから適用する。 

  この要領は、平成２５年度予算に係るものから適用する。 

  この要領は、平成２６年度予算に係るものから適用する。 

  この要領は、平成２７年度予算に係るものから適用する。平成２６年度予算に係るものについては、

なお従前の例によるものとする。 

  この要領は、平成２９年度予算に係るものから適用する。 

この要領は、令和２年度予算に係るものから適用する。 

この要領は、令和３年度予算に係るものから適用する。 

この要領は、令和４年度予算に係るものから適用する。 

この要領は、令和５年度予算に係るものから適用する。 

この要領は、令和７年度予算に係るものから適用する。 



別表１（第４関係） 

 

１ 補助対象経費 

  本表に掲げる経費は、県民等が自ら行う森づくり・川づくり等の活動において補助金の対象とする

経費を定めるもの。 

区 分 費 目 摘 要 厳守事項 

人的活動費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

専門的技術作業、 

機械操作作業に係る賃

金 

 

・応募者の構成員への賃金は対象外。 

・１人１時間あたりの上限額を１，１９０円、 

１人１日あたりの上限額は８，３３０円とする。 

報償費 

 

 

講師、指導者、専門技

術者への謝金 

 

・応募者の構成員への謝金は対象外。 

・１時間あたりの上限額を２，８００円とし、１日

あたり４時間を上限とする。 

旅費 

 

 

 

 

講師、指導者、 

専門技術者の旅費 

 

 

 

・応募者の構成員への旅費は対象外。 

・原則として実費弁償とする。 

・宿泊に係る経費は対象外とする。 

・公共交通機関利用の場合は実費。 

・自家用車利用の場合は、（距離×３７円／km）と

有料道路料金。 

その他活動

経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需用費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（消耗品費） 

事業実施に直接必要な

事務用品や資料等の購

入費 

（燃料費） 

チェンソーや草刈機用

の燃料費等 

（印刷製本費） 

募集チラシや資料の資

料印刷代、写真現像代

等 

・食料費は対象外。 

ただし、活動中の水分補給を目的としたもの及び

活動の性質上、特に必要な場合はこの限りでない

。 

・自家用車の燃料費は対象外。 

 

 

 

 

 

 

役務費 

 

通信運搬費 

傷害保険料等 

・他の用途との使用の区別が困難な電話・ＦＡＸ代

等は対象外。 

委託料 

 

木材の製材、加工 

簡易施設設置等 

・活動の主たる部分を委託する場合は対象外。 

 

使用料及び

賃借料 

 

会場、車両、機材等の

使用料及び賃借料等 

 

 

工事請負費 施設の木質化等  

原材料費 

 

環境教室で必要な材料

代等 

 



備品購入費 

（単価５千

円以上の物

品（消耗品及

び原材料品

を除く。）の

購入に要す

る経費） 

 

機械、器具 

木製品購入費等 

 

 

 

 

・活動に必要な機械・機器は、原則、リース等によ

り調達すること。 

・ただし、リースと比較検討し、購入の方が費用対

効果が高いと認められる場合のみ購入を可能とす

る。 

・購入額については事業計画の内容を勘案して決定

する。 

その他 上記以外の経費で、特に必要と認め

られる経費 

・事業計画の内容を勘案して決定する。 

 

 

２ 補助対象外経費 

  いかなる理由にもかかわらず以下に掲げる経費は補助の対象としない。 

  （１）団体等の運営に関する費用 

     ①団体等の運営に必要な恒常的経費（家賃、電気料金、電話・ＦＡＸ使用料） 

     ②団体等の会報の作成費及び送料などに関する費用 

  （２）他団体への補助（助成）等を目的とした費用 

  （３）資格の取得に要する費用 

  （４）販売を目的としたものに係る経費 

  （５）個人が準備することが適当と考えられるものに係る経費（服、靴等） 

  （６）ポイントや商品券等を使用して支払った経費（経費の一部に利用した場合は、利用したポイ

ント等相当額） 

（７）その他本事業として相応しくない費用 

 


